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アメリカ（米国）では、少額のクレームを持つ一般

市民が損害を回復できる方法であるとしてクラスアク

ションが頻繁に起こされます。他方、企業にとっては、

訴訟対応に要する弁護士費用や和解による高額の費用

負担を覚悟しなければならないクラスアクションは大

きなリスクとなり得ます。クラスアクションについて

は、アメリカにおいては、古くからクラスメンバーに

対する手続保証について議論されていますが、近年で

は濫用的なクラスアクションに一石を投じるような連

邦最高裁判所の判例がいくつか出てきています。 

そこで、本稿では、米国のクラスアクション制度を

近時の流れも含めて概観した上で、クラスアクション

の類型及び注目すべき最近の事例を紹介した上で、企

業の関心事である、クラスアクションを防ぐことはで

きるかという点につき考察します。 

 

１ クラスアクションとは 

アメリカの民事訴訟において、クラスアクションと

は、裁判所が1人または少数のグループに対してより

大きなグループの利益を代表する権限を与えている訴

訟を差します i。ここにいう1人または少数のグループ

は、その者と同様の請求又は抗弁を持つのが通常です

。このクラスを代表する原告は、クラス代表（class 

representative）や lead plaintiffと呼ばれ、同様の請求

や抗弁を持つ者をクラスメンバー（class member）と

いいます。また、クラスを代表する弁護士は class 

counselと呼ばれます。クラスアクションおいて得られ

た判決又は和解の効力は、それらが有利か不利かに関

わらず、クラス代表及びクラスメンバーを拘束します
ii
。 

クラスアクションにおける訴訟法上の基本的なルー

ルを定めているのは、連邦民事訴訟規則（Federal 

Rules of Civil Procedure）及び各州の民事訴訟法です。

アメリカは連邦制を採っているため、裁判所も連邦裁判

所と州裁判所があり、基本的には、連邦裁判所では連邦

民事訴訟規則に従い、州裁判所に提起された事件の審理

については州法に従って審理が行われます。したがっ

て、州裁判所に起こされたクラスアクションの訴訟手

続は、州の民事訴訟法に従うことになります。しかし

ながら、2005年に成立したクラスアクション適正化

法によりクラスアクションにつき連邦裁判所の管轄権

が拡大したこと
iii
の影響からか、近年のクラスアクシ

ョンは連邦裁判所に起こされることが多いようです。

そのため、以下で説明するアメリカの民事訴訟のルー

ルは連邦民事訴訟規則に限るものとし、引用条文も特

に断りのない限りは同法のものとなります。 

 

２ クラスアクションの流れ   

（１）訴訟提起 

   クラスアクションは、原告が特定のクラスに属す

るメンバーを代理して起こします。通常、訴状において

は、裁判所に対して、当該訴訟をクラスアクションとし

て認証すること、損害賠償の回復、（被告の法令違反の

行為が問題となっている場合には）差し止め、弁護士費

用を含む費用の回復といった判決を出すことが請求され

ます。なお、法律上、損害額の明示は要求されず、日本

のように請求額が大きいほど高額の手続費用がかかると

いったこともありません。 

   これはクラスアクションに限ったことではありま

せんが、米国は構造的に個人の原告が裁判を起こしやす

くできています。すなわち、個人が企業を相手に起こす

裁判の原告の代理人となる弁護士の多くは着手金なし、

訴訟の獲得金額の一定割合を報酬として受け取る契約で

事件を受任するため、原告としては弁護士費用の心配を

することなく裁判を起こすことができます。また、米国

では後述するとおり、訴訟費用の負担やトライアルのリ

スクを避けるために被告である企業側が早期に高額の和

解に応じる場合が多くあり、また、トライアルまで手続

が進んだ場合であっても、一般市民である陪審員による

アメリカにおけるクラスアクションの実務と最近の動

向 
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判断は一般市民である原告に有利に流れる可能性が多く

、賠償が認められた場合の金額も膨大になる可能性があ

ります。こうした事情から、原告が訴訟を起こせば相当

額の金銭の支払いを受けられる可能性が高く（故に弁護

士も着手金を受け取らずに事件を受任することが可能と

なります）、他方被告にとってはひとたび訴訟を起こさ

れれば、高額の支払を覚悟しなければならない場合が多

くあるのです。そして、クラスアクションは個々の請求

額が少ない場合であっても、それを合算することで巨額

のクレームとなるため、弁護士が高額の報酬を獲得する

ことができるビジネスチャンスとなっています。 

 

（２）クラスアクションが成立するための法律上の要件

の精査及びクラスの認証等 

 ア クラスアクション成立のための法律上の要件 

      クラスアクションが提起された後、裁判所が最初  

に直面する問題は、当該訴訟がクラスアクションとして

維持されるかであり、この点につき裁判所は当事者の申

し立ての如何に関わらず実現可能な早期に判断しなけれ

ばなりませんiv（23(c)(1)(A)）。 

   どのようなケースがクラスアクションとして提起

可能かについては、連邦民事訴訟規則第23条がその要件

を定めています。同条(a)は全てのクラスアクションに要

求される前提条件として、(1)クラスが多数ですべての

構成員を併合することが実際には困難であること（多数

性）、(2)クラスに共通する法律上若しくは事実上の問

題があること（共通性）、(3)代表当事者の請求若しく

は防御がクラスの請求若しくは防御の典型をなすもので

あること、及び(4)代表となった当事者がクラスの利益

を公正かつ適切に主張することができること（適切性）

を挙げています。次に必要とされるのは、当該訴訟が第

23条(b)に規定される訴訟類型のいずれかに該当するこ

とです。同条項では、クラスアクションとなる4つの類

型が挙げられていますが、金銭的損害を求めるクラスア

クションのほとんどが、第23条(b)(3)の分類に属しますv

。この類型のクラスアクションとして認められるために

は、①クラスに共通の論点が個々のクラスメンバーのみ

に影響する論点に優越していること及び②クラスとして

扱うことが、公平及び効率的な論争の裁定のために他の

利用可能な方法よりも優れていることの2つの要件を満

たさなければなりません。 

 

イ クラスの認証及び弁護士の選任 

  上記と同時に、裁判所は、クラスを認証し、また、

クラスの代理人を選任しなければなりません（23(c) 

(1)(B)）。クラスの認証とは、どのような属性の人が当

該クラスアクションのクラスメンバーに該当するか、請

求原因、争点または抗弁は何かを定めることを指します

。裁判所はこのクラスの認証に関して広範な裁量を有し

ており、事案に応じて、例えば、特定の争点や当事者に

限りクラスアクションとして認める、クラスをさらに分

割するといった決定をすることも可能です
vi
。 

  クラスの認証に関しては、近時、被告側に有利な連

邦最高裁判所の判決が複数出ており、被告企業側に有利

になってきていると言われています。例えば、従業員に

対する性別による差別的扱いが争いになったWal-mart対

Dukes事件
vii
において、連邦地方裁判所は、原告のクラス

を「1998年12月26日以降いずれかの時点でウォルマー

トの小売店で雇用され、問題となっているウォルマート

の支払及びマネージメントトラック昇進ポリシー及びそ

の運用に服するか服する可能性のある全ての女性従業員

」とし、第九連邦巡回区控訴審裁判所もこの判断を支持

しました。これに対し、連邦最高裁判所は、第23条

(a)(2)の共通性の要件に関して、 原告の請求がクラス全

体での紛争の解決を可能とする共通の論点に拠らなけれ

ばならない（すなわち、ある事実の認定により各請求の

正当性にとって中心的な論点の解決がなされなければな

らない）と述べた上で、原告（従業員）は被告が会社全

体に渡り一般的な差別的な政策を採っていたことを示す

十分な証拠を示せていないとして、原告が主張するクラ

スは共通性の要件（23(a)(2)）を欠くため、認証するこ

とはできないと判断しました。 

また、Comcast対Behrend事件viiiにおいて、連邦最高裁

判所は、原告クラス全体に適用される損害のモデルを立

証できない場合には、23条(b)(3)の要件を満たさないた

め、クラスの認証は認められないとの判断を示しました

。この判断は、被告側にとっては新たな防御策となると

の評価がある一方、本件のような反トラスト法違反にの

みに適用が限られるのではないかという見解や、その後

のケースにおいて裁判所が上記事件の適用を制限したケ

ースがあること等からそのように考えるのは時期尚早で

あるとの見解もあります
ix
。 

更に、Tyson Foods対Bouaphakeo事件
x
においては、原

告が被告の公平労働基準法に違反し残業代の支払いを怠

ったと主張し、連邦地方裁判所はクラスの認証を認めた

上で約580万ドルの支払い命じる判決を出し、第八連邦

巡回区控訴審裁判所もこの判断を維持していましたが、

連邦最高裁判所は2015年6月8日、被告の裁量上訴を認

めました。ここにおいては、①第23条(b)(3)又は公平労

働基準法により認証されたクラス（このクラスにおいて

は、全てのクラスメンバーがサンプルにおける平均と同

一であるとみなされる統計技術により責任及び損害が判

断される）により各クラスメンバー間の相違を無視して

クラスアクションを認証してもよいか、及び、②クラス

の中に損害を受けておらず損害に対する法的権利を有さ

ない数百人のメンバーが含まれている場合にも、第23条
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(b)(3)のクラスアクション又は公平労働基準法の共同訴

訟として認証を受け又は維持されても良いか、という2

つの争点を判断することとされています
xi
。連邦最高裁

判所は上訴を受理するかどうかをその裁量により判断す

ることができ、上訴を受理する理由は当該ケースの法的

な重要性のためであって、下級審裁判所の判断に誤りが

あることを理由とするものではありません
xii
。したがっ

て、連邦最高裁判所が裁量上訴を認めたことが直ちに被

告に有利な判断が出されることを示唆するものでは必ず

しもありませんが、クラスアクションにおけるクラスの

認証につき、最高裁が重要な判断を示すであろうことが

注目されています。 

 

 （３）クラスメンバーへの通知 

  クラスアクションのうち、一定の類型の訴訟につい

ては、裁判所が該当するクラスメンバーに対して通知を

行うことが義務付けられています（23(c)(2)）。この通

知は、「実行可能な最良のもの」でなければならず、ど

のような通知方法が適法と認められるかは個別の事案に

よって判断されます。例えば、クラスの規模が非常に大

きければ通常郵便であれば十分であり、合理的な調査に

よっても特定できないクラスメンバーへの通知は公示に

よるもので足りる等と解されています
xiii
。 この通知には

、訴えの内容やクラスの定義等のほか、除外を申請した

クラスメンバーはクラスから除外されることやその方法

、期限等が記載されます（23(c)(2)）。     

 

（４）和解 

     ほとんどのクラスアクションは、最終的には

和解で解決されます。その理由は、被告である企業とし

ては、訴訟が長引くほど弁護士費用や後述するディスカ

バリー対応に要する費用が高額となることから早期に和

解をした方が経済的損失が抑えられる場合が多いこと、

陪審員に判断を委ねることによるリスクを回避したいこ

と等によります。一方、原告にとっても、陪審員リスク

はありますし、早期に相当額の和解金を受領できること

には大きなメリットがあるためです。 

    米国の訴訟における和解交渉は通常裁判官の関

与なく進められますが
xiv
、大規模かつ複雑なクラスアク

ションにおいては裁判所が専門補佐官（special master）

を選任し、当補佐官が裁判官と共同してケースのマネジ

メントや和解の仲介を行ったり、和解案をドラフトする

ケースもあります
xv
。また、近時のクラスアクションの

和解においては、通常、被告（ら）が和解契約で支払い

に合意した一定金額を拠出して和解基金（Settlement 

Fund）が作られ、そこから和解金の支払請求を行ったク

ラスメンバーに対して和解金が分配されます。誰が支払

対象となるか、どのような計算式に基づいて和解金が分

配されるかといった具体的な条件も和解契約において定

められます。和解案はそれに拘束される全てのクラスメ

ンバーに通知がされなければならず（23(e)(1)）、また

、第23条(b)(3)の類型に該当するクラスアクションの場

合は、訴訟提起後にクラスからの除外の機会を与えられ

たものの除外を選択をしなかったクラスメンバーに対し

て再度の除外の機会が与えられなければなりません（

23(e)(4)）。そのため、多くのクラスアクションでは、

クラスメンバーに対し、和解金の請求書とともにクラス

からの除外（オプト・アウト）を求める場合の手続等が

記載された書面が送付されます。クラスメンバーは、①

和解を選択して和解金を請求する、②クラスからの除外

を選択する、または③和解案に異議を申し立てるかのい

ずれかを選択する必要があります。これらの行為のいず

れもしなかった場合、和解金を受領することはできませ

ん。また、オプト・アウトをしなかった結果として裁判

所の承認した和解や判決に拘束されることになるため、

その後、自らの権利主張して別の裁判で争うこともでき

なくなります。大規模なクラスアクションの場合、和解

のためのウェブサイトが開設され、当該ウェブサイトを

通じて和解金を請求したり、手続の方法や提出書面等の

情報を得ることができます。 

    通常の民事訴訟における和解と異なるのは、ク

ラスアクションの場合、和解の成立につき、裁判所の承

認が法律上要求されることです（23(e)）。これは、不

当ないし不公平な和解によりクラスメンバーの利益が害

されることを防ぐための規定であり
xvi
、裁判所が和解を

承認するためには、ヒアリングを行った上で（このヒア

リングにはクラスメンバーやその代理人が参加し、発言

することが認められます）、和解条件が「公平、合理的

かつ適切」であると認めなればなりません（23(e)(2)）

。この点、グーグル社のサービスであるグーグル・ブッ

クサーチのウェブサイトの著作権法違反を巡るクラスア

クションにおいて、裁判所の内諾を経た和解案がクラス

メンバーに通知されたところ、多くの反対があったため

、当事者は和解案の変更を余儀なくされ、その後の修正

和解案についても反対が相次いだため、結局裁判所は和

解を不許可としています。 

     また、和解の承認とともに、裁判所は、弁護士報

酬及びその他費用の負担につき定めることができます（

23 (h)）。この金額は、回復した損害の割合や合理的な

時間制報酬につき、訴訟の結果、事件の難度、及び和解

が成立しない場合に報酬が受け取れないリスク等の要素

により修正した金額がベースとなり、通常は、和解総額

の25～35％程度が和解金の中から原告側弁護士に支払

われることになりますxvii。なお、連邦民事訴訟規則に基

づくものとは別に、法律において、請求が認められた原

告が、被告から合理的な弁護士費用の回復ができる旨の
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定めがある場合もあります。例えば、 Civil Rights 

Attorney’s Fee Award Actはこうした規定を置いている

ためxviii、同法で認められた訴訟形態の場合には、この法

律に基づき原告は被告から（通常は和解基金に拠出した

ものとは別に）弁護士費用の支払いを受けることができ

ます。 

    

（５）ディスカバリー及びトライアル 

   和解が成立しない場合、裁判はディスカバリー、

トライアルへと進むことになり、この手続はアメリカに

おける通常の民事訴訟と同様です。前述のとおり、アメ

リカでは、ディスカバリー制度があることにより、民事

訴訟が極端に高額なものとなっています。ディスカバリ

ーの範囲について本稿では詳説はいたしませんが、一般

的には当事者の請求または防御と関連する範囲において

広く認められており（26(b)(1)参照）、日本の民事訴訟

における文書提出命令等の開示手続と比較してはるかに

広範になります。このディスカバリーの範囲には書類の

ほか、eメール等の電磁的記録も含まれるため、多くの

場合、対象となる書類や電子データを探し出して整理す

るために膨大な時間及びコストがかかります。とりわけ

、クラスアクションにおいては、多くの請求が1つの訴

訟に集められているため、関連する事実はより複雑とな

り、証拠も長期にわたった広い地理的範囲に係る事象か

ら集められなければなりません。また、当事者の双方に

おいて大きな経済的利害を有しているため、法的作業に

多くの時間及び費用をかけることが正当化されますし、

双方の代理人は通常その分野の専門家であることから、

高い要求のディスカバリーを行い、また、多くの複雑な

公判前の申し立てを行う慣行があります（このことは、

先に説明した原告代理人の弁護士費用が要した時間をベ

ースに決定されることとも関係しています。）。したが

って、ディスカバリー及び審判前の手続きは単一の訴訟

と比べて長期にわたり、費用も高額となります
xix
。 

  ディスカバリーを含めたトライアル前の手続が終わ

ると、トライアル手続に移行します。アメリカでは当事

者がその権利を放棄しない限りは陪審員による判断を受

ける権利が保証されているため、原則として、一般市民

から選ばれた陪審員が事実認定に係る判断を行った上で

、判決がなされます。クラスアクションが成立するため

の全ての要件や前提条件が満たされた場合、裁判所の判

決は当該訴訟に実際に参加していたか否かに関わらず（

オプト・アウトを行わなかった）全てのクラスメンバー

を拘束します
xx
。 

  なお、アメリカの民事訴訟における判決で挙げられ

る特徴的な制度として、懲罰的賠償があります。懲罰的

賠償とは、損害の填補を目的とする損害賠償とは別に、

被告の行為が無謀さ、害意または詐欺を伴う場合に認め

られる損害賠償であり
xxi
、悪質な不法行為のケース等で

は高額の損害賠償が認められる場合があります。しかし

ながら、クラスアクションにおいて懲罰的賠償が認めら

れるケースは極めて稀であるため
xxii
、被告側の最大のリ

スクはやはりディスカバリーの負担ということになるで

しょう。       

 

３ 具体的事例 

  アメリカにおいてクラスアクションとなり得る訴訟

類型は極めて多岐に渡ります。以下では、典型的な訴訟

を類型別に紹介した上で、近年注目されているタイプの

ケースを取り上げます。 

（１）典型的な訴訟類型
xxiii

 

  ア 消費者の権利に関連する訴訟 

    アメリカで起こされるクラスアクションの多く

を占めるのは、消費者の権利に関する訴訟です。具体的

には、ＰＬを含む製品の品質や欠陥を理由とする訴訟（

対象は医薬品、消費材、建築資材、家電、自動車部品等

多岐に渡ります）、金融機関や保険会社との個人情報の

漏えいを理由とする訴訟が挙げられますxxiv。 

    日本では景品表示法上の問題となるような不当

表示に関してもクラスアクションとして訴訟提起がされ

ています。例えば、アウトレットモールの店舗で商品タ

グに「メーカーの推薦小売価格」として販売価格とは別

の価格を記載していたことが欺罔的及び誤解を招くもの

であるとして、衣料品会社等に対してクラスアクション

が起こされた事案がありますxxv。 

   また、企業による個人情報の漏えいを巡ってクラ

スアクションが提起されることもあります。一例として

は、ソニーの米国子会社のプレイステーションのコンピ

ューターネットワークが外部からの攻撃を受けて、個人

情報が流出した事件については米国のいたるところでク

ラスアクションが起こされていますxxvi。（この事件は、

その後1つの裁判所に事件が併合された上で、2015年5

月4日に最終的な和解の承認がされていますxxvii。） 

     

  イ 証券関係及び独占禁止法に関する訴訟 

        インサイダー取引等の証券関係の法律違反や独占

禁止法違反によって損害を被った私人は、違反行為を行

った会社に対して民事訴訟を提起することが可能です。 

    証券関係法に関しては、連邦証券取引法第10条

(b)では、証券委員会が定める規定に反して証券に関連す

る取引等を行ったものはいかなる者に対しても違法であ

るとし、これに対応する規則10ｂ-5では、直接間接を

問わず、いかなる手段を用いたものであっても、有価証

券に関して、株価操縦行為や重要事実の虚偽記載・不記

載及びを行うこと等はいかなる者との関係でも違法であ

るとされています。例えば、㈱東芝の不適切会計問題に
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関して、米国の株主から訴訟が提起されたことは日本で

も大きく報じられているところですが、この訴訟の請求

原因は、同条違反を1つの法律上の根拠とするものです
xxviii

。このような証券取引法違反を根拠とする訴訟は、

クラスアクションの1つの典型例です。 

    同様に、反トラスト法違反を理由とするクラス

アクションも近年多く起こされています。連邦法の下に

おいては、「反トラスト法により禁止された行為を理由

としてビジネスまたは権利を侵害された者」は訴訟を起

こし、「被った損害の3倍及び合理的な弁護士費用を含

む費用を回復することができる」と規定されています（

反トラスト法15(a)）。また、この損害賠償責任は、違

反行為について共謀がある場合には連帯責任となります

。クラスアクションが提起される時期について、日本の

独占禁止法において被害者の損害賠償請求は排除命令の

確定後でなければならないとされている（独占禁止法25

条及び26条第1項）のと異なり、アメリカの反トラスト

法ではこのような制限はありません。そして、実務上は

、反トラスト法違反の疑いにより司法省の調査が入った

との発表またはその旨のリークがあるとすぐにクラスア

クションが提起されるケースが多々あります。これは、

原告側の弁護士が常にクラスアクションとなる事件に情

報を巡らせ、また、クラスアクションのカウンセルの地

位を得るために我先にと訴訟提起を急ぐからであると言

われています。企業側としては、行政側からの調査対応

とクラスアクション対応の双方に対応しなければならな

い状況となり、相当な労力を強いられることとなります

。最近の具体的事案については、(2)において紹介いた

します。 

 

  ウ 公民権に関する訴訟 

    3つ目の類型は、いわゆる公民権（Civil Rights）

に関する訴訟であり、消費者の権利に関する訴訟と並ん

で、米国クラスアクションの中で大きな数を占めます。

具体的には、学校における差別、囚人の権利、投票権及

び労働者の権利が問題となる訴訟等があります
xxix
。とり

わけ、前述のWal-mart対Dukes事件やTyson Foods対

Bouaphakeo事件のように大企業を相手として従業員に対

する差別的待遇が問題となる場合には、企業は従業員ら

に対して画一的に処遇を決めている場合が多いため、ク

ラスメンバーが膨大な数に及ぶ場合もあります。労働関

係の訴訟の具体例としては、労働者に対する差別的扱い

や残業代の不払い、従業員の採用時に行われるバックグ

ラウンドチェックやクレジットチェックに関するものが

あり、労働契約等に関するスタンダードを定める公平労

働基準法（Fair Labor Standard Act）や州の労働法の違

反が主張される場合等があります。とりわけ、残業代を

巡っては、支払いが免除される役職かどうかの判断基準

が必ずしも一義的ではなく、意図的でなくとも法令違反

を行っている企業が多くあることから、残業代支払いを

巡るクラスアクションは近年増加傾向にあると言われて

いますxxx。 

 

  エ 大規模不法行為訴訟 

    4つ目の類型は、大規模な不法行為事件におい

て、被害者が損害の賠償を請求する事案であり、経済的

な損害ではなく人身傷害による損害の賠償が求められる

点において、他の類型との違いがありますxxxi。例として

は、ベトナム戦争において、アメリカの使用した枯葉剤

によって身体に傷害を負ったとして、帰還兵らが複数の

殺虫剤のメーカーに対して起こしたクラスアクションが

ありますxxxii。   

 

（２） 最近のクラスアクション事例の紹介 

    上記のとおり、クラスアクションには様々な形

態がありますが、以下においては、近年しばしば見られ

る反トラスト法違反を理由とするクラスアクションと、

最近起こされて注目されているカリフォルニア州の法律

に関連するクラスアクションの事案を紹介いたします。 

  ア 貨物輸送サービスの運賃の反トラスト法違反に 

関する訴訟 ― Precision Associates, Inc. v. Panalpina 

World Transport 

      近年、反トラスト法違反事件に端を反してクラスア

クションが起こされるケースが増えてきていると思われ

ます。また、アメリカ以外の国で発覚した独占禁止法違

反事件が米国にまで波及し、クラスアクションが起こさ

れるという事案もしばしば見られます。 

  Precision Associates対Panalpina World Transport事件
xxxiiiでは、原告らが、被告である国際貨物輸送サービス

を行う業者が主にアメリカ向けの貨物輸送に関して、独

占禁止法に違反して料金の決定、値上げ及び据え置きに

関して合意をしていたとして、サービスの利用者が原告

となり、損害の賠償等を求めたものですxxxiv。被告は67

社にのぼっており、日本企業も多数含まれていますxxxv

。 

     この事案は日本国内においても独占禁止法違反事件

として排除命令が出されています。当該事件は、日本国

内において、14社の運送会社が、国際航空貨物利用運送

業務の運賃及び料金について、一定の費用を荷主に対し

て負担させることを合意することにより、公共の利益に

反して日本における国際航空貨物利用運送業務の取引分

野による競争を実質的に制限していたことを理由として

、公正取引員会が2009年3月18日にうち12社に対して

排除措置命令を出したものですxxxvi。また、米国内にお

いても反トラスト法違反に基づき刑事訴追がされ、被告

のうちの複数の会社は有罪の答弁を行っています。本ク
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ラスアクションは、これらに先立つ2006年に提起され

、2013年9月25日に成立した第一次和解では、被告のう

ち10社が和解に応じて合計約1億560万ドルを拠出する

ことに、2015年11月2日の第二次和解では、被告19社

が合計2億ドルを拠出することにそれぞれ合意していま

す
xxxvii

。 

  このように、独占禁止法違反事件に端を発して民事

訴訟でもクラスアクションが起こされるというケースが

近年多く見られます。アメリカ国内でビジネスを行う企

業にとっては元々反トラスト法違反によって巨額の課徴

金を課されることは大きなダメージとなりますが、それ

に加えて民事事件でクラスアクションにより更なる経済

的負担を覚悟しなければならないことは十分認識してお

くべきでしょう。 

 

イ  サプライチェーンの表示に関する訴訟  ― 

Costco及びNestleに対するクラスアクション 

   前述のとおり、消費者が企業の表示が詐欺的であ

ることを理由として賠償を求めるクラスアクションが多

数見られますが、2015年8月にカリフォルニア州におい

て提起された2件のサプライチェーンの開示をめぐるク

ラスアクションが現在注目を集めています。 

 カリフォルニア州においては、「サプライチェーンの

透明性に関する 2010 年カリフォルニア州法」（

California Transparency in Supply Chain Act of 2010）に

より、一定以上の規模を有し、カリフォルニア州内でビ

ジネスを行う製造業者及び小売業者は、サプライチェー

ンの確認方法及びサプライチェーンにおいて人身売買及

び奴隷的労働が行われているリスク等について開示を行

うことが義務付けられています
xxxviii

。ところが、ロンド

ンの人権保護団体の調査により、アメリカの大手小売業

であるCostco Wholesale Corporation（Costco）のサプラ

イチェーンであるタイの水産会社が、人身売買で得た労

働力を劣悪な環境下で働かせることでエビを採取してい

たことが判明し、カリフォルニア州に居住する当該エビ

の購入者が商品の販売差し止め及び詐欺的広告によって

被った損害（すなわち、仮に正しい表示がされていたと

すれば商品を購入していなかったとの理由で、知らずに

商品購入してしまったことより生じた損害）の賠償を求

めるクラスアクションを起こしました
xxxix

。被告は

Costco及びそのサプライチェーンであるタイの水産会社

2社であり、クラスはカリフォルニア州居住の2011年以

降Costcoにおいて冷凍又は解凍エビを購入したすべての

個人及び団体とされており、クラスの認証がされれば、

膨大な人数の消費者がこのクラスに含まれることになる

と思われます。 

また、同様に、アメリカの食品会社であるNestle USA 

Incに対しても、同社が製造販売するキャットフードの原

料である魚がタイにおける奴隷労働者により捕獲された

ものであるとして、当該商品の購入者である原告からク

ラスアクションを提起されていますxl。 

  近年の先進国における人権や環境に対する意識の高

まりにより、自社だけでなく調達先の管理は重要性を増

してきており、これらの訴訟は、アメリカにおいてこれ

らが重要視されていることを示しているものといえます

。また、本稿執筆時現在において、上記カリフォルニア

州法と同様の法律を制定している州は米国内にはありま

せんが、時代の流れから、今後同様の立法がなされるこ

とも十分に考えられます。したがって、自社にとどまら

ず、サプライチェーンの管理を行うことはアメリカにお

けるクラスアクションリスクへの対処にもつながるとい

えます。 

 

４ クラスアクションは防げるか？ 

  これまで述べてきたとおり、クラスアクションを提

起されることは、それ自体米国内でビジネスを行う企業

にとっては大きなリスクとなっているため、クラスアク

ションをいかにして防ぐかは企業にとっての1つの重要

命題となっています。 

  この点、2011年、AT&T対Conception事件
xli
において

、連邦最高裁判所は当事者間における仲裁合意によりク

ラスアクションを排除することを認めました。同事件で

は、携帯電話の販売等を行う会社であるAT&Tが携帯電

話の購入者との間の契約において、当事者間の全ての紛

争を仲裁によるものとし、当事者によるクラスアクショ

ンの提起によらない旨を規定していたところ、この条項

の有効性が争われました。本事件の争点はやや複雑です

が、概略を述べると、カリフォルニア州の判例法におい

ては、「契約当事者間で予想される紛争の賠償額が少額

であるような標準書式の消費者契約の中に（クラスアク

ションの）免責条項が規定されている場合、そして、交

渉力の優越する契約当事者が、大勢の当事者を故意に欺

き、個々の少額の金額を巻き上げるためにその仕組みを

利用した場合・・・当該条項は・・非良心的なものであ

り、強制されてはならない」とのルールがあったところ

、このルールが連邦仲裁法2条の規定に反するものであ

るから同法により専占され（すなわち、連邦法が州法に

優越し、州法は無効となる）、その結果、仲裁合意は有

効となるのではないかということです
xlii
。連邦裁判所は

、上記カリフォルニア州法のルールは、「連邦議会の完

全な目的と趣旨を達成し実現する障害となっている」た

め、連邦仲裁法に専占されると判断しxliii、この仲裁合意

の有効性を認めました。このケースが出たことで、事前

に契約で取り決めをすることでクラスアクションを回避

することが一定程度可能となったのではないかとの評価

がなされるようになりました。 
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ま た 、 そ の 後 、 American Express 対 Italian Colors 

Restaurant事件xlivにおいては、反トラスト法違反を理由

とするクラスアクションの提起につき、同様に仲裁合意

を有効と認めています。同事件では、カード会社と加盟

店との間の契約において、当事者間の全ての紛争は仲裁

により解決されること及びいかなる請求のためにもクラ

スにより仲裁を行う権利又は権限はない旨が規定されて

いたにも関わらず、加盟店がカード会社に対して反トラ

スト法違反を理由としてクラスアクションを提起し、カ

ード会社は、個別仲裁へ付することを要求する申し立て

を行いました。加盟店側は、反トラスト法違反の請求を

証明するために必要となる専門家の分析に要する費用は

個別の原告が取得し得る損害の回復額を上回るため、仲

裁に付することは許されないと主張していましたが、連

邦最高裁判所は、仲裁合意は契約上の問題であり、原告

側のコストの問題を理由として仲裁合意を無効とするこ

とは、議会の明確な反対の意図がない限り認められない

と判示しました。そして、独占禁止関連法においては、

クラス仲裁の放棄を否定する議会の意図は存在せず、ま

た、法律上の救済を証明するためにかかるコストが見合

わないことは法的救済を求めること自体を排除するもの

ではないとして加盟店の主張を退けています。 

更に、労働事件に関しても、下級審の裁判所において

、①連邦仲裁法上の条項により無効にされる場合及び②

連邦仲裁法の適用が他の法令による議会の意図に反して

いる場合という2つの例外の場合を除いて、同法に従い

仲裁条項が執行されるべきであるとの判断が示されてい

ますxlv。 

 こうしたケースの蓄積により、近年は、少なくとも消

費者契約、反トラスト法の分野及び労働法の分野におい

ては、契約により仲裁合意とクラスアクションの放棄を

定めておくことにより、クラスアクションを回避するこ

とが可能なのではないかと考えられます。 
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